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○
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
特
例
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
経
済
産

業
省
令
第
六
十
七
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
一
条
・
第
二
条

（
略
）

第
一
条
・
第
二
条

（
略
）

（
経
済
産
業
大
臣
の
認
定
の
特
例
等
）

（
経
済
産
業
大
臣
の
認
定
の
特
例
等
）

第
三
条

特
定
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
が
前
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
場

第
三
条

特
定
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
が
前
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
場

合
に
お
け
る
規
則
第
九
条
第
二
項
第
三
号
（
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数

合
に
お
け
る
規
則
第
九
条
第
二
項
第
三
号
（
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数

）
、
第
十
二
号
（
資
産
保
有
型
会
社
）
及
び
第
十
三
号
（
資
産
運
用
型
会

）
、
第
十
二
号
（
資
産
保
有
型
会
社
）
及
び
第
十
三
号
（
資
産
運
用
型
会

社
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

社
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

前
条
第
一
項
の
確
認
（
同
項
第
二
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受

二

前
条
第
一
項
の
確
認
（
同
項
第
二
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受

け
た
特
定
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
が
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
以
後

け
た
特
定
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
が
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
以
後

に
規
則
第
九
条
第
二
項
第
十
二
号
若
し
く
は
第
十
三
号
に
規
定
す
る
事

に
規
則
第
九
条
第
二
項
第
十
二
号
又
は
第
十
三
号
に
規
定
す
る
事
実
に

実
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
又
は
当
該
特
定
贈
与
認
定
中
小
企

該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
又
は
当
該
特
定
贈
与
認
定
中
小
企
業
者

業
者
の
贈
与
雇
用
判
定
期
間
（
規
則
第
九
条
第
二
項
第
三
号
の
贈
与
雇

が
贈
与
報
告
基
準
日
（
規
則
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
贈
与
報
告

用
判
定
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
末
日
若
し
く
は
臨
時
贈
与
雇

基
準
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
臨
時
贈
与
報
告
基
準
日
（

用
判
定
期
間
（
同
号
の
臨
時
贈
与
雇
用
判
定
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ

規
則
第
十
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
臨
時
贈
与
報
告
基
準
日
を
い
う

。
）
の
末
日
に
お
い
て
、
当
該
贈
与
雇
用
判
定
期
間
内
若
し
く
は
当
該

。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
被
災
事
業
所
の
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の

臨
時
贈
与
雇
用
判
定
期
間
内
に
存
す
る
当
該
特
定
贈
与
認
定
中
小
企
業

数
が
法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定
（
規
則
第
六
条
第
一
項
第
七
号
の
事

者
の
贈
与
報
告
基
準
日
（
規
則
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
贈
与
報

由
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
贈
与
の
時
に
お
け
る
常
時
使
用
す

告
基
準
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
被
災
事
業
所
の
常
時
使

る
従
業
員
の
数
に
百
分
の
八
十
を
乗
じ
て
計
算
し
た
数
（
そ
の
数
に
一

用
す
る
従
業
員
の
数
の
合
計
を
当
該
贈
与
雇
用
判
定
期
間
内
又
は
当
該

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
上
げ
た
数
。
以
下
こ

臨
時
贈
与
雇
用
判
定
期
間
内
に
存
す
る
当
該
贈
与
報
告
基
準
日
の
数
で

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
下
回
る
数
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
当
該
特

除
し
て
計
算
し
た
数
（
そ
の
数
に
一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

定
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
が
規
則
第
九
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る

の
端
数
を
切
り
上
げ
た
数
）
が
、
法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定
（
規
則

事
実
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
（
当
該
特
定
贈
与
認
定
中
小
企

第
六
条
第
一
項
第
七
号
の
事
由
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
贈
与

業
者
の
事
業
所
の
う
ち
に
被
災
事
業
所
以
外
の
事
業
所
が
あ
る
場
合
に

の
時
に
お
け
る
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
に
百
分
の
八
十
を
乗
じ
て

あ
っ
て
は
、
当
該
贈
与
報
告
基
準
日
又
は
当
該
臨
時
贈
与
報
告
基
準
日

計
算
し
た
数
（
そ
の
数
に
一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

に
お
け
る
当
該
事
業
所
の
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
当
該
認
定
に

を
切
り
上
げ
た
数
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
下
回
る
数
と

係
る
贈
与
の
時
に
お
け
る
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
に
百
分
の
八
十

な
っ
た
こ
と
に
よ
り
当
該
特
定
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
が
規
則
第
九
条

を
乗
じ
て
計
算
し
た
数
を
下
回
ら
な
い
数
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
で
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第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
事
実
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
（

あ
っ
て
も
、
当
該
特
定
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
は
、
こ
れ
ら
の
事
実
に

当
該
特
定
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
の
事
業
所
の
う
ち
に
被
災
事
業
所
以

該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
す
。

外
の
事
業
所
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
贈
与
雇
用
判
定
期
間
の

末
日
又
は
当
該
臨
時
贈
与
雇
用
判
定
期
間
の
末
日
に
お
い
て
、
当
該
贈

与
雇
用
判
定
期
間
内
又
は
当
該
臨
時
贈
与
雇
用
判
定
期
間
内
に
存
す
る

当
該
特
定
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
の
当
該
贈
与
報
告
基
準
日
に
お
け
る

当
該
事
業
所
の
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
の
合
計
を
当
該
贈
与
雇
用

判
定
期
間
内
又
は
当
該
臨
時
贈
与
雇
用
判
定
期
間
内
に
存
す
る
当
該
贈

与
報
告
基
準
日
の
数
で
除
し
て
計
算
し
た
数
（
そ
の
数
に
一
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
上
げ
た
数
）
が
、
当
該
認
定
に

係
る
贈
与
の
時
に
お
け
る
当
該
事
業
所
の
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数

に
百
分
の
八
十
を
乗
じ
て
計
算
し
た
数
を
下
回
ら
な
い
数
で
あ
る
場
合

に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
も
、
当
該
特
定
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
は
、
こ

れ
ら
の
事
実
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
す
。

三

前
条
第
一
項
の
確
認
（
同
項
第
三
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受

三

前
条
第
一
項
の
確
認
（
同
項
第
三
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受

け
た
特
定
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
が
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
以
後

け
た
特
定
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
が
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
以
後

に
規
則
第
九
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
事
実
に
該
当
す
る
こ
と
と

に
規
則
第
九
条
第
二
項
第
三
号
、
第
十
二
号
又
は
第
十
三
号
に
規
定
す

な
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
各
売
上
事
業
年
度
（
規
則
第
十
二
条
第
一

る
事
実
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
売
上
割
合
（

項
第
六
号
に
規
定
す
る
贈
与
報
告
基
準
事
業
年
度
の
う
ち
、
平
成
二
十

当
該
特
定
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
の
震
災
直
前
事
業
年
度
（
平
成
二
十

三
年
三
月
十
一
日
の
属
す
る
事
業
年
度
以
前
の
事
業
年
度
を
除
い
た
も

三
年
三
月
十
一
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
を
い
う
。

の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
並
び
に
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
売
上
金
額
に
対
す
る
当
該
特
定
贈

に
お
け
る
売
上
割
合
（
当
該
特
定
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
の
震
災
直
前

与
認
定
中
小
企
業
者
の
売
上
事
業
年
度
（
規
則
第
十
二
条
第
一
項
第
六

事
業
年
度
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前

号
に
規
定
す
る
贈
与
報
告
基
準
事
業
年
度
の
う
ち
、
平
成
二
十
三
年
三

の
事
業
年
度
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

月
十
一
日
の
属
す
る
事
業
年
度
以
前
の
事
業
年
度
を
除
い
た
も
の
を
い

お
け
る
売
上
金
額
に
当
該
売
上
事
業
年
度
の
月
数
を
乗
じ
て
こ
れ
を
当

う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
売
上
金
額

該
震
災
直
前
事
業
年
度
の
月
数
で
除
し
て
計
算
し
た
金
額
に
対
す
る
当

の
割
合
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
次
に

該
特
定
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
の
当
該
売
上
事
業
年
度
に
お
け
る
売
上

掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
た
雇
用
割
合
（
当
該
特
定
贈
与
認
定
中
小

金
額
の
割
合
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
並
び
に
次
項
に
お
い
て

企
業
者
の
法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定
（
規
則
第
六
条
第
一
項
第
七
号

同
じ
。
）
の
合
計
を
贈
与
雇
用
判
定
期
間
の
末
日
又
は
臨
時
贈
与
雇
用

の
事
由
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
贈
与
の
時
に
お
け
る
常
時
使

判
定
期
間
の
末
日
に
お
い
て
当
該
各
売
上
事
業
年
度
の
数
で
除
し
て
計

用
す
る
従
業
員
の
数
に
対
す
る
当
該
特
定
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
の
雇

算
し
た
割
合
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
売
上
割
合
の
平
均
値
」
と
い

用
基
準
日
（
当
該
売
上
事
業
年
度
の
翌
事
業
年
度
中
に
あ
る
贈
与
報
告

う
。
）
の
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
た
各
雇
用
基
準
日
（
当
該

基
準
日
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
に
お
い
て
「
特
定
基
準
日
」
と
い
う

売
上
事
業
年
度
の
翌
事
業
年
度
中
に
あ
る
贈
与
報
告
基
準
日
（
以
下
次

。
）
の
翌
日
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
日
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
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号
及
び
次
項
に
お
い
て
「
特
定
基
準
日
」
と
い
う
。
）
の
翌
日
か
ら
一

。
）
に
お
け
る
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
の
割
合
を
い
う
。
次
項
に

年
を
経
過
す
る
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。

お
い
て
同
じ
。
）
が
次
に
定
め
る
割
合
以
上
で
あ
る
と
き
に
限
り
、
当

）
に
お
け
る
雇
用
割
合
（
当
該
特
定
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
の
法
第
十

該
特
定
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
は
、
特
定
基
準
日
の
直
前
の
贈
与
報
告

二
条
第
一
項
の
認
定
（
規
則
第
六
条
第
一
項
第
七
号
の
事
由
に
係
る
も

基
準
日
（
当
該
特
定
基
準
日
が
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
以
後
最
初

の
に
限
る
。
）
に
係
る
贈
与
の
時
に
お
け
る
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の

に
到
来
す
る
特
定
基
準
日
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
平
成
二
十
三
年

数
に
対
す
る
当
該
特
定
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
の
当
該
雇
用
基
準
日
に

三
月
十
一
日
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
翌
日
か
ら
当
該
特
定
基
準

お
け
る
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
の
割
合
を
い
う
。
以
下
次
号
及
び

日
ま
で
の
期
間
（
規
則
第
九
条
第
二
項
第
十
二
号
又
は
第
十
三
号
に
規

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
を
贈
与
雇
用
判
定
期
間
の
末
日
又
は

定
す
る
事
実
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
売
上
割

臨
時
贈
与
雇
用
判
定
期
間
の
末
日
の
翌
日
以
後
最
初
に
到
来
す
る
雇
用

合
が
東
日
本
大
震
災
の
発
生
後
最
初
に
百
分
の
百
以
上
と
な
っ
た
売
上

基
準
日
に
お
い
て
当
該
売
上
事
業
年
度
に
係
る
雇
用
基
準
日
の
数
で
除

事
業
年
度
に
あ
る
特
定
基
準
日
ま
で
の
期
間
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。

し
て
計
算
し
た
割
合
が
次
に
定
め
る
割
合
以
上
で
あ
る
と
き
に
限
り
、

）
は
、
こ
れ
ら
の
事
実
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
す
。

当
該
特
定
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
は
、
贈
与
雇
用
判
定
期
間
の
末
日
又

は
臨
時
贈
与
雇
用
判
定
期
間
の
末
日
に
お
い
て
、
当
該
事
実
に
該
当
し

な
い
も
の
と
み
な
す
。

イ

売
上
割
合
の
平
均
値
が
百
分
の
百
以
上
の
場
合

百
分
の
八
十

イ

売
上
割
合
が
百
分
の
百
以
上
の
場
合

百
分
の
八
十

ロ

売
上
割
合
の
平
均
値
が
百
分
の
七
十
以
上
百
分
の
百
未
満
の
場
合

ロ

売
上
割
合
が
百
分
の
七
十
以
上
百
分
の
百
未
満
の
場
合

百
分
の

百
分
の
四
十

四
十

ハ

売
上
割
合
の
平
均
値
が
百
分
の
七
十
未
満
の
場
合

零

ハ

売
上
割
合
が
百
分
の
七
十
未
満
の
場
合

零

四

前
条
第
一
項
の
確
認
（
同
項
第
三
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受

け
た
特
定
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
が
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
以
後

に
規
則
第
九
条
第
二
項
第
十
二
号
又
は
第
十
三
号
に
規
定
す
る
事
実
に

該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
売
上
割
合
の
次
に
掲
げ

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
た
雇
用
割
合
が
次
に
定
め
る
割
合
以
上
で
あ
る

と
き
に
限
り
、
当
該
特
定
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
は
、
特
定
基
準
日
の

直
前
の
贈
与
報
告
基
準
日
（
当
該
特
定
基
準
日
が
平
成
二
十
三
年
三
月

十
一
日
以
後
最
初
に
到
来
す
る
特
定
基
準
日
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
翌
日
か

ら
売
上
割
合
が
東
日
本
大
震
災
の
発
生
後
最
初
に
百
分
の
百
以
上
と
な

っ
た
売
上
事
業
年
度
に
あ
る
特
定
基
準
日
ま
で
の
期
間
は
、
こ
れ
ら
の

事
実
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
す
。

イ

売
上
割
合
が
百
分
の
百
以
上
の
場
合

百
分
の
八
十

ロ

売
上
割
合
が
百
分
の
七
十
以
上
百
分
の
百
未
満
の
場
合

百
分
の

四
十
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ハ

売
上
割
合
が
百
分
の
七
十
未
満
の
場
合

零

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

前
四
項
の
規
定
は
、
前
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
特
定
相
続
認
定
中

５

前
四
項
の
規
定
は
、
前
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
特
定
相
続
認
定
中

小
企
業
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
第

小
企
業
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
第

九
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
三
項
」
と
、
「
贈
与
雇
用
判
定

九
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
三
項
」
と
、
「
贈
与
報
告
基
準

期
間
」
と
あ
る
の
は
「
相
続
雇
用
判
定
期
間
」
と
、
「
若
し
く
は
臨
時
贈

日
」
と
あ
る
の
は
「
相
続
報
告
基
準
日
」
と
、
「
規
則
第
十
二
条
第
一
項

与
雇
用
判
定
期
間
（
同
号
の
臨
時
贈
与
雇
用
判
定
期
間
を
い
う
。
以
下
同

」
と
あ
る
の
は
「
規
則
第
十
二
条
第
三
項

」
と
、
「
若
し
く
は
臨
時
贈

じ
。
）
の
末
日
に
お
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
に
お
い
て
」
と
、
「
若
し
く

与
報
告
基
準
日
（
規
則
第
十
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
臨
時
贈
与
報
告

は
当
該
臨
時
贈
与
雇
用
判
定
期
間
内
に
存
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
に
存
す

基
準
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
」
と
あ
る
の
は
「
に
お
け
る

る
」
と
、
「
贈
与
報
告
基
準
日
」
と
あ
る
の
は
「
相
続
報
告
基
準
日
」
と

」
と
、
「
第
六
条
第
一
項
第
七
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
条
第
一
項
第
八

、
「
規
則
第
十
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
規
則
第
十
二
条
第
三
項
」

号
」
と
、
「
贈
与
の
時
」
と
あ
る
の
は
「
相
続
の
開
始
の
時
」
と
、
「
又

と
、
「
又
は
当
該
臨
時
贈
与
雇
用
判
定
期
間
内
に
存
す
る
」
と
あ
る
の
は

は
当
該
臨
時
贈
与
報
告
基
準
日
に
お
け
る
」
と
あ
る
の
は
「
に
お
け
る
」

「
に
存
す
る
」
と
、
「
第
六
条
第
一
項
第
七
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
条

と
、
「
贈
与
報
告
基
準
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
相
続
報
告
基
準
事
業

第
一
項
第
八
号
」
と
、
「
贈
与
の
時
」
と
あ
る
の
は
「
相
続
の
開
始
の
時

年
度
」
と
、
第
二
項
中
「
贈
与
報
告
基
準
日
」
と
あ
る
の
は
「
相
続
報
告

」
と
、
「
贈
与
報
告
基
準
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
相
続
報
告
基
準
事

基
準
日
」
と
、
第
三
項
中
「
第
十
条
第
一
項
及
び
規
則
第
十
一
条
第
一
項

業
年
度
」
と
、
「
又
は
臨
時
贈
与
雇
用
判
定
期
間
の
末
日
に
お
い
て
」
と

」
と
あ
る
の
は
「
第
十
条
第
二
項
及
び
規
則
第
十
一
条
第
二
項
」
と
読
み

あ
る
の
は
「
に
お
い
て
」
と
、
「
又
は
臨
時
贈
与
雇
用
判
定
期
間
の
末
日

替
え
る
も
の
と
す
る
。

の
翌
日
」
と
あ
る
の
は
「
の
翌
日
」
と
、
第
二
項
中
「
贈
与
報
告
基
準
日

」
と
あ
る
の
は
「
相
続
報
告
基
準
日
」
と
、
第
三
項
中
「
第
十
条
第
一
項

及
び
規
則
第
十
一
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
条
第
二
項
及
び
規
則

第
十
一
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６
・
７

（
略
）

６
・
７

（
略
）

８

相
続
認
定
前
中
小
企
業
者
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
施
行
日

８

相
続
認
定
前
中
小
企
業
者
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
施
行
日

以
後
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
の
相
続
に
係
る
法
第
十
二
条
第
一
項

以
後
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
の
相
続
に
係
る
法
第
十
二
条
第
一
項

の
認
定
（
規
則
第
六
条
第
一
項
第
八
号
の
事
由
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

の
認
定
（
規
則
第
六
条
第
一
項
第
八
号
の
事
由
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

を
受
け
よ
う
と
す
る
中
小
企
業
者
に
限
る
。
）
が
前
条
第
一
項
の
確
認
を

を
受
け
よ
う
と
す
る
中
小
企
業
者
に
限
る
。
）
が
前
条
第
一
項
の
確
認
を

受
け
た
場
合
に
お
け
る
規
則
第
六
条
第
一
項
第
八
号
（
相
続
税
に
係
る
認

受
け
た
場
合
に
お
け
る
規
則
第
六
条
第
一
項
第
八
号
（
相
続
税
に
係
る
認

定
要
件
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ

定
要
件
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ

に
も
該
当
す
る
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
次
（
ロ
、
ハ
、
ト

及
び
リ
に
掲

に
も
該
当
す
る
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
次
（
ロ
、
ハ
、
ト

及
び
リ
に
掲

(3)

(3)

げ
る
事
由
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
」
と
す
る

げ
る
事
由
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
」
と
、
同

。

号
ト

中
「
該
当
す
る
と
き
を
除
く
」
と
あ
る
の
は
「
該
当
す
る
と
き
、

(5)

又
は
、
当
該
被
相
続
人
が
、
代
表
者
で
あ
っ
た
時
に
お
い
て
、
そ
の
同
族

関
係
者
と
合
わ
せ
て
当
該
中
小
企
業
者
の
総
株
主
等
議
決
権
数
の
百
分
の
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五
十
を
超
え
る
議
決
権
の
数
を
有
し
、
か
つ
、
そ
の
有
し
て
い
た
当
該
中

小
企
業
者
の
株
式
等
に
係
る
議
決
権
の
数
が
い
ず
れ
の
当
該
同
族
関
係
者

が
有
し
て
い
た
当
該
株
式
等
に
係
る
議
決
権
の
数
も
下
回
ら
な
か
っ
た
こ

と
が
あ
る
者
で
あ
る
と
き
を
除
く
」
と
、
「

又
は

の
い
ず
れ
か
に

(3)
(ⅰ)

(ⅱ)

該
当
す
る
と
き
。
」
と
あ
る
の
は
「

に
該
当
す
る
と
き
。
」
と
す
る

(3)
(ⅱ)

。

９

（
略
）

９

（
略
）

（
合
併
又
は
株
式
交
換
等
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
常
時
使
用
す
る
従
業

（
合
併
又
は
株
式
交
換
等
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
常
時
使
用
す
る
従
業

員
の
数
及
び
売
上
金
額
）

員
の
数
及
び
売
上
金
額
）

第
四
条

第
二
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
特
定
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
が

第
四
条

第
二
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
特
定
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
が

合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
場
合
に
お
い
て
、
吸
収
合
併
存
続
会
社
等
（
規
則

合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
場
合
に
お
い
て
、
吸
収
合
併
存
続
会
社
等
（
規
則

第
六
条
第
一
項
第
七
号
ト
⑸
に
規
定
す
る
吸
収
合
併
存
続
会
社
等
を
い
う

第
六
条
第
一
項
第
七
号
ト
⑸
に
規
定
す
る
吸
収
合
併
存
続
会
社
等
を
い
う

。
）
が
規
則
第
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
特
別
贈
与
認
定
中

。
）
が
規
則
第
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
特
別
贈
与
認
定
中

小
企
業
者
た
る
地
位
を
承
継
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
に
お
け
る
次

小
企
業
者
た
る
地
位
を
承
継
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
に
お
け
る
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

前
条
第
一
項

当
該
事
業
所

当
該
事
業
所
の
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の

前
条
第
一
項

当
該
事
業
所

当
該
事
業
所
の
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の

第
二
号

の
常
時
使
用

数
の
合
計
を
当
該
贈
与
雇
用
判
定
期
間
内

第
二
号

の
常
時
使
用

数
が
当
該
認
定
に
係
る
贈
与
の
時
に
お
け

す
る
従
業
員

又
は
当
該
臨
時
贈
与
雇
用
判
定
期
間
内
に

す
る
従
業
員

る
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
に
、
吸
収

の
数
の
合
計

存
す
る
当
該
贈
与
報
告
基
準
日
の
数
で
除

の
数
が
当
該

合
併
の
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
特
定
贈
与

を
当
該
贈
与

し
て
計
算
し
た
数
（
そ
の
数
に
一
未
満
の

認
定
に
係
る

認
定
中
小
企
業
者
及
び
吸
収
合
併
消
滅
会

雇
用
判
定
期

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り

贈
与
の
時
に

社
（
規
則
第
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
吸

間
内
又
は
当

上
げ
た
数
）
が
、
当
該
認
定
に
係
る
贈
与

お
け
る
常
時

収
合
併
消
滅
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

該
臨
時
贈
与

の
時
に
お
け
る
当
該
事
業
所
の
常
時
使
用

使
用
す
る
従

）
の
吸
収
合
併
が
そ
の
効
力
を
生
ず
る
日

雇
用
判
定
期

す
る
従
業
員
の
数
に
、
吸
収
合
併
の
場
合

業
員
の
数

の
直
前
に
お
け
る
常
時
使
用
す
る
従
業
員

間
内
に
存
す

に
あ
っ
て
は
当
該
特
定
贈
与
認
定
中
小
企

の
数
を
、
新
設
合
併
の
場
合
に
あ
っ
て
は

る
当
該
贈
与

業
者
及
び
吸
収
合
併
消
滅
会
社
（
規
則
第

新
設
合
併
消
滅
会
社
（
規
則
第
十
条
第
四

報
告
基
準
日

十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
吸
収
合
併
消
滅

項
に
規
定
す
る
新
設
合
併
消
滅
会
社
を
い

の
数
で
除
し

会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
吸
収
合

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
新
設
合
併
設
立
会

て
計
算
し
た

併
が
そ
の
効
力
を
生
ず
る
日
の
直
前
に
お

社
の
成
立
の
日
の
直
前
に
お
け
る
常
時
使
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数
（
そ
の
数

け
る
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
に
当
該

用
す
る
従
業
員
の
数
を
、
そ
れ
ぞ
れ
加
え

に
一
未
満
の

吸
収
合
併
が
そ
の
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら

た
数

端
数
が
あ
る

贈
与
雇
用
判
定
期
間
の
末
日
ま
で
の
期
間

と
き
は
、
そ

内
又
は
臨
時
贈
与
雇
用
判
定
期
間
の
末
日

の
端
数
を
切

ま
で
の
期
間
内
に
存
す
る
贈
与
報
告
基
準

り
上
げ
た
数

日
の
数
を
乗
じ
て
こ
れ
を
贈
与
雇
用
判
定

）
が
、
当
該

期
間
内
又
は
臨
時
贈
与
雇
用
判
定
期
間
内

認
定
に
係
る

に
存
す
る
贈
与
報
告
基
準
日
の
数
で
除
し

贈
与
の
時
に

て
計
算
し
た
数
（
そ
の
数
に
一
未
満
の
端

お
け
る
当
該

数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
上

事
業
所
の
常

げ
た
数
）
を
、
新
設
合
併
の
場
合
に
あ
っ

時
使
用
す
る

て
は
新
設
合
併
消
滅
会
社
（
規
則
第
十
条

従
業
員
の
数

第
四
項
に
規
定
す
る
新
設
合
併
消
滅
会
社

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
新
設
合
併
設

立
会
社
の
成
立
の
日
の
直
前
に
お
け
る
常

時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
に
当
該
新
設
合

併
設
立
会
社
の
成
立
の
日
か
ら
贈
与
雇
用

判
定
期
間
の
末
日
ま
で
の
期
間
内
又
は
臨

時
贈
与
雇
用
判
定
期
間
の
末
日
ま
で
の
期

間
内
に
存
す
る
贈
与
報
告
基
準
日
の
数
を

乗
じ
て
こ
れ
を
贈
与
雇
用
判
定
期
間
内
又

は
臨
時
贈
与
雇
用
判
定
期
間
内
に
存
す
る

贈
与
報
告
基
準
日
の
数
で
除
し
て
計
算
し

た
数
（
そ
の
数
に
一
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
上
げ
た
数
）

を
、
そ
れ
ぞ
れ
加
え
た
数

前
条
第
一
項

震
災
直
前
事

震
災
直
前
事
業
年
度
（
平
成
二
十
三
年
三

前
条
第
一
項

震
災
直
前
事

震
災
直
前
事
業
年
度
（
平
成
二
十
三
年
三

第
三
号

業
年
度
（
平

月
十
一
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
の

第
三
号

業
年
度
（
平

月
十
一
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
の

成
二
十
三
年

事
業
年
度
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次

成
二
十
三
年

事
業
年
度
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ

三
月
十
一
日

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
売
上
金

三
月
十
一
日

。
）
に
お
け
る
売
上
金
額
に
、
吸
収
合
併

の
属
す
る
事

額
に
当
該
売
上
事
業
年
度
の
月
数
を
乗
じ

の
属
す
る
事

の
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
特
定
贈
与
認
定

業
年
度
の
直

て
こ
れ
を
当
該
震
災
直
前
事
業
年
度
の
月

業
年
度
の
直

中
小
企
業
者
及
び
吸
収
合
併
消
滅
会
社
の
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前
の
事
業
年

数
で
除
し
て
計
算
し
た
金
額
に
、
吸
収
合

前
の
事
業
年

吸
収
合
併
が
そ
の
効
力
を
生
ず
る
日
の
属

度
を
い
う
。

併
の
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
特
定
贈
与
認

度
を
い
う
。

す
る
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
に
お

以
下
こ
の
号

定
中
小
企
業
者
及
び
吸
収
合
併
消
滅
会
社

次
項
に
お
い

け
る
売
上
金
額
を
、
新
設
合
併
の
場
合
に

及
び
次
項
に

の
吸
収
合
併
が
そ
の
効
力
を
生
ず
る
日
の

て
同
じ
。
）

あ
っ
て
は
新
設
合
併
消
滅
会
社
の
新
設
合

お
い
て
同
じ

属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
に

に
お
け
る
売

併
設
立
会
社
の
成
立
の
日
の
属
す
る
事
業

。
）
に
お
け

お
け
る
売
上
金
額
に
当
該
売
上
事
業
年
度

上
金
額

年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
に
お
け
る
売
上

る
売
上
金
額

の
月
数
を
乗
じ
て
こ
れ
を
当
該
吸
収
合
併

金
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
加
え
た
金
額

に
当
該
売
上

が
そ
の
効
力
を
生
ず
る
日
の
属
す
る
事
業

事
業
年
度
の

年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
の
月
数
で
除
し

月
数
を
乗
じ

て
計
算
し
た
金
額
を
、
新
設
合
併
の
場
合

て
こ
れ
を
当

に
あ
っ
て
は
新
設
合
併
消
滅
会
社
の
新
設

該
震
災
直
前

合
併
設
立
会
社
の
成
立
の
日
の
属
す
る
事

事
業
年
度
の

業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
に
お
け
る
売

月
数
で
除
し

上
金
額
に
当
該
売
上
事
業
年
度
の
月
数
を

て
計
算
し
た

乗
じ
て
こ
れ
を
当
該
新
設
合
併
設
立
会
社

金
額

の
成
立
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前

の
事
業
年
度
の
月
数
で
除
し
て
計
算
し
た

金
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
加
え
た
金
額

当
該
売
上
事

当
該
売
上
事
業
年
度
に
お
け
る
売
上
金
額

売
上
事
業
年

売
上
事
業
年
度
（
規
則
第
十
二
条
第
一
項

業
年
度
に
お

（
吸
収
合
併
の
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
売

度
（
規
則
第

第
六
号
に
規
定
す
る
贈
与
報
告
基
準
事
業

け
る
売
上
金

上
事
業
年
度
が
吸
収
合
併
が
そ
の
効
力
を

十
二
条
第
一

年
度
の
う
ち
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一

額

生
ず
る
日
の
属
す
る
事
業
年
度
又
は
当
該

項
第
六
号
に

日
の
属
す
る
事
業
年
度
以
前
の
事
業
年
度

事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
で
あ
る
と

規
定
す
る
贈

を
除
い
た
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及

き
は
当
該
特
定
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
及

与
報
告
基
準

び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
売

び
吸
収
合
併
消
滅
会
社
（
規
則
第
十
条
第

事
業
年
度
の

上
金
額
（
吸
収
合
併
の
場
合
に
あ
っ
て
は

一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
地
位
の
承

う
ち
、
平
成

当
該
売
上
事
業
年
度
が
吸
収
合
併
が
そ
の

継
前
の
特
定
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
を
含

二
十
三
年
三

効
力
を
生
ず
る
日
の
属
す
る
事
業
年
度
又

む
。
）
の
当
該
売
上
事
業
年
度
に
お
け
る

月
十
一
日
の

は
当
該
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
で

売
上
金
額
、
新
設
合
併
の
場
合
に
あ
っ
て

属
す
る
事
業

あ
る
と
き
は
当
該
特
定
贈
与
認
定
中
小
企

は
当
該
売
上
事
業
年
度
が
新
設
合
併
消
滅

年
度
以
前
の

業
者
及
び
吸
収
合
併
消
滅
会
社
（
規
則
第

会
社
の
新
設
合
併
設
立
会
社
の
成
立
の
日

事
業
年
度
を

十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
地

の
属
す
る
事
業
年
度
又
は
当
該
事
業
年
度

除
い
た
も
の

位
の
承
継
前
の
特
定
贈
与
認
定
中
小
企
業
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の
直
前
の
事
業
年
度
で
あ
る
と
き
は
当
該

を
い
う
。
以

者
を
含
む
。
）
の
当
該
売
上
事
業
年
度
に

特
定
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
及
び
新
設
合

下
こ
の
号
及

お
け
る
売
上
金
額
、
新
設
合
併
の
場
合
に

併
消
滅
会
社
の
当
該
売
上
事
業
年
度
に
お

び
次
項
に
お

あ
っ
て
は
当
該
売
上
事
業
年
度
が
新
設
合

け
る
売
上
金
額
）

い
て
同
じ
。

併
消
滅
会
社
の
新
設
合
併
設
立
会
社
の
成

）
に
お
け
る

立
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
又
は
当
該
事

売
上
金
額

業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
で
あ
る
と
き

は
当
該
特
定
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
及
び

新
設
合
併
消
滅
会
社
の
当
該
売
上
事
業
年

度
に
お
け
る
売
上
金
額
）

贈
与
の
時
に

贈
与
の
時
に
お
け
る
常
時
使
用
す
る
従
業

贈
与
の
時
に

贈
与
の
時
に
お
け
る
常
時
使
用
す
る
従
業

お
け
る
常
時

員
の
数
に
、
吸
収
合
併
の
場
合
に
あ
っ
て

お
け
る
常
時

員
の
数
に
、
吸
収
合
併
の
場
合
に
あ
っ
て

使
用
す
る
従

は
当
該
特
定
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
及
び

使
用
す
る
従

は
当
該
特
定
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
及
び

業
員
の
数

吸
収
合
併
消
滅
会
社
の
吸
収
合
併
が
そ
の

業
員
の
数

吸
収
合
併
消
滅
会
社
の
吸
収
合
併
が
そ
の

効
力
を
生
ず
る
日
の
直
前
に
お
け
る
常
時

効
力
を
生
ず
る
日
の
直
前
に
お
け
る
常
時

使
用
す
る
従
業
員
の
数
に
当
該
吸
収
合
併

使
用
す
る
従
業
員
の
数
を
、
新
設
合
併
の

が
そ
の
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
贈
与
雇
用

場
合
に
あ
っ
て
は
新
設
合
併
消
滅
会
社
の

判
定
期
間
の
末
日
又
は
臨
時
贈
与
雇
用
判

新
設
合
併
設
立
会
社
の
成
立
の
日
の
直
前

定
期
間
の
末
日
の
翌
日
以
後
最
初
に
到
来

に
お
け
る
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
を

す
る
雇
用
基
準
日
ま
で
の
期
間
内
に
存
す

、
そ
れ
ぞ
れ
加
え
た
数

る
各
雇
用
基
準
日
の
数
を
乗
じ
て
こ
れ
を

当
該
特
定
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
に
係
る

各
雇
用
基
準
日
の
数
で
除
し
て
計
算
し
た

数
（
そ
の
数
に
一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
上
げ
た
数
）
を

、
新
設
合
併
の
場
合
に
あ
っ
て
は
新
設
合

併
消
滅
会
社
の
新
設
合
併
設
立
会
社
の
成

立
の
日
の
直
前
に
お
け
る
常
時
使
用
す
る

従
業
員
の
数
に
当
該
新
設
合
併
設
立
会
社

の
成
立
の
日
か
ら
贈
与
雇
用
判
定
期
間
の

末
日
又
は
臨
時
贈
与
雇
用
判
定
期
間
の
末

日
の
翌
日
以
後
最
初
に
到
来
す
る
雇
用
基

準
日
ま
で
の
期
間
内
に
存
す
る
各
雇
用
基
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準
日
の
数
を
乗
じ
て
こ
れ
を
当
該
特
定
贈

与
認
定
中
小
企
業
者
に
係
る
各
雇
用
基
準

日
の
数
で
除
し
て
計
算
し
た
数
（
そ
の
数

に
一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
を
切
り
上
げ
た
数
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ

加
え
た
数

２

第
二
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
特
定
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
が
株
式

２

第
二
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
特
定
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
が
株
式

交
換
又
は
株
式
移
転
に
よ
り
他
の
会
社
の
株
式
交
換
完
全
子
会
社
等
（
規

交
換
又
は
株
式
移
転
に
よ
り
他
の
会
社
の
株
式
交
換
完
全
子
会
社
等
（
規

則
第
六
条
第
一
項
第
七
号
ト
⑸
に
規
定
す
る
株
式
交
換
完
全
子
会
社
等
を

則
第
六
条
第
一
項
第
七
号
ト
⑸
に
規
定
す
る
株
式
交
換
完
全
子
会
社
等
を

い
う
。
）
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
株
式
交
換
完
全
親
会
社
等
（
同
号

い
う
。
）
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
株
式
交
換
完
全
親
会
社
等
（
同
号

ト
⑸
に
規
定
す
る
株
式
交
換
完
全
親
会
社
等
を
い
う
。
）
が
規
則
第
十
一

ト
⑸
に
規
定
す
る
株
式
交
換
完
全
親
会
社
等
を
い
う
。
）
が
規
則
第
十
一

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
た
る
地
位
を
承
継

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
た
る
地
位
を
承
継

し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
に
お
け
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定

し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
に
お
け
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は

、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

前
条
第
一
項

当
該
事
業
所

株
式
交
換
完
全
子
会
社
等
（
規
則
第
十
一

前
条
第
一
項

当
該
事
業
所

株
式
交
換
完
全
子
会
社
等
（
規
則
第
十
一

第
二
号

の
常
時
使
用

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
地
位
の
承
継
前

第
二
号

の
常
時
使
用

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
地
位
の
承
継
前

す
る
従
業
員

の
特
定
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
に
限
る
。

す
る
従
業
員

の
特
定
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
に
限
る
。

の
数
の
合
計

以
下
同
じ
。
）
の
当
該
事
業
所
及
び
当
該

の
数
が
当
該

以
下
同
じ
。
）
の
当
該
事
業
所
及
び
当
該

を
当
該
贈
与

特
定
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
の
常
時
使
用

認
定
に
係
る

特
定
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
の
常
時
使
用

雇
用
判
定
期

す
る
従
業
員
の
数
の
合
計
を
当
該
贈
与
雇

贈
与
の
時
に

す
る
従
業
員
の
数
の
合
計
数
が
、
当
該
認

間
内
又
は
当

用
判
定
期
間
内
又
は
当
該
臨
時
贈
与
雇
用

お
け
る
常
時

定
に
係
る
贈
与
の
時
に
お
け
る
株
式
交
換

該
臨
時
贈
与

判
定
期
間
内
に
存
す
る
当
該
贈
与
報
告
基

使
用
す
る
従

完
全
子
会
社
等
の
当
該
事
業
所
の
常
時
使

雇
用
判
定
期

準
日
の
数
で
除
し
て
計
算
し
た
数
（
そ
の

業
員
の
数

用
す
る
従
業
員
の
数
に
当
該
特
定
贈
与
認

間
内
に
存
す

数
に
一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

定
中
小
企
業
者
の
株
式
交
換
効
力
発
生
日

る
当
該
贈
与

の
端
数
を
切
り
上
げ
た
数
）
が
、
当
該
認

等
の
直
前
に
お
け
る
常
時
使
用
す
る
従
業

報
告
基
準
日

定
に
係
る
贈
与
の
時
に
お
け
る
株
式
交
換

員
の
数
を
加
え
た
数

の
数
で
除
し

完
全
子
会
社
等
の
当
該
事
業
所
の
常
時
使

て
計
算
し
た

用
す
る
従
業
員
の
数
に
当
該
特
定
贈
与
認

数
（
そ
の
数

定
中
小
企
業
者
の
株
式
交
換
効
力
発
生
日

に
一
未
満
の

等
の
直
前
に
お
け
る
常
時
使
用
す
る
従
業
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端
数
が
あ
る

員
の
数
に
当
該
株
式
交
換
効
力
発
生
日
等

と
き
は
、
そ

か
ら
贈
与
雇
用
判
定
期
間
の
末
日
ま
で
の

の
端
数
を
切

期
間
内
又
は
臨
時
贈
与
雇
用
判
定
期
間
の

り
上
げ
た
数

末
日
ま
で
の
期
間
内
に
存
す
る
贈
与
報
告

）
が
、
当
該

基
準
日
の
数
を
乗
じ
て
こ
れ
を
贈
与
雇
用

認
定
に
係
る

判
定
期
間
内
又
は
臨
時
贈
与
雇
用
判
定
期

贈
与
の
時
に

間
内
に
存
す
る
贈
与
報
告
基
準
日
の
数
で

お
け
る
当
該

除
し
て
計
算
し
た
数
（
そ
の
数
に
一
未
満

事
業
所
の
常

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切

時
使
用
す
る

り
上
げ
た
数
）
を
加
え
た
数

従
業
員
の
数

前
条
第
一
項

当
該
特
定
贈

株
式
交
換
完
全
子
会
社
等
の
震
災
直
前
事

前
条
第
一
項

当
該
特
定
贈

株
式
交
換
完
全
子
会
社
等
の
震
災
直
前
事

第
三
号

与
認
定
中
小

業
年
度
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
の

第
三
号

与
認
定
中
小

業
年
度
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
の

企
業
者
の
震

属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
を

企
業
者
の
震

属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
を

災
直
前
事
業

い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
に
お
い
て

災
直
前
事
業

い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け

年
度
（
平
成

同
じ
。
）
に
お
け
る
売
上
金
額
に
当
該
売

年
度
（
平
成

る
売
上
金
額
に
当
該
特
定
贈
与
認
定
中
小

二
十
三
年
三

上
事
業
年
度
の
月
数
を
乗
じ
て
こ
れ
を
当

二
十
三
年
三

企
業
者
の
株
式
交
換
効
力
発
生
日
等
の
属

月
十
一
日
の

該
震
災
直
前
事
業
年
度
の
月
数
で
除
し
て

月
十
一
日
の

す
る
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
に
お

属
す
る
事
業

計
算
し
た
金
額
に
当
該
特
定
贈
与
認
定
中

属
す
る
事
業

け
る
売
上
金
額
を
加
え
た
金
額

年
度
の
直
前

小
企
業
者
の
株
式
交
換
効
力
発
生
日
等
の

年
度
の
直
前

の
事
業
年
度

属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
に

の
事
業
年
度

を
い
う
。
以

お
け
る
売
上
金
額
に
当
該
売
上
事
業
年
度

を
い
う
。
次

下
こ
の
号
及

の
月
数
を
乗
じ
て
こ
れ
を
当
該
株
式
交
換

項
に
お
い
て

び
次
項
に
お

効
力
発
生
日
等
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直

同
じ
。
）
に

い
て
同
じ
。

前
の
事
業
年
度
の
月
数
で
除
し
て
計
算
し

お
け
る
売
上

）
に
お
け
る

た
金
額
を
加
え
た
金
額

金
額

売
上
金
額
に

当
該
売
上
事

業
年
度
の
月

数
を
乗
じ
て

こ
れ
を
当
該

震
災
直
前
事
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業
年
度
の
月

数
で
除
し
て

計
算
し
た
金

額当
該
特
定
贈

当
該
特
定
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
及
び
株

当
該
特
定
贈

当
該
特
定
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
及
び
株

与
認
定
中
小

式
交
換
完
全
子
会
社
等
の
当
該
売
上
事
業

与
認
定
中
小

式
交
換
完
全
子
会
社
等
の
売
上
事
業
年
度

企
業
者
の
当

年
度
に
お
け
る
売
上
金
額

企
業
者
の
売

（
規
則
第
十
二
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定

該
売
上
事
業

上
事
業
年
度

す
る
贈
与
報
告
基
準
事
業
年
度
の
う
ち
、

年
度
に
お
け

（
規
則
第
十

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
の
属
す
る
事

る
売
上
金
額

二
条
第
一
項

業
年
度
以
前
の
事
業
年
度
を
除
い
た
も
の

第
六
号
に
規

を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
に
お
い

定
す
る
贈
与

て
同
じ
。
）
に
お
け
る
売
上
金
額

報
告
基
準
事

業
年
度
の
う

ち
、
平
成
二

十
三
年
三
月

十
一
日
の
属

す
る
事
業
年

度
以
前
の
事

業
年
度
を
除

い
た
も
の
を

い
う
。
以
下

こ
の
号
及
び

次
項
に
お
い

て
同
じ
。
）

に
お
け
る
売

上
金
額

当
該
特
定
贈

法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定
（
規
則
第
六

当
該
特
定
贈

法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定
（
規
則
第
六

与
認
定
中
小

条
第
一
項
第
七
号
の
事
由
に
係
る
も
の
に

与
認
定
中
小

条
第
一
項
第
七
号
の
事
由
に
係
る
も
の
に

企
業
者
の
法

限
る
。
）
に
係
る
贈
与
の
時
に
お
け
る
株

企
業
者
の
法

限
る
。
）
に
係
る
贈
与
の
時
に
お
け
る
株

第
十
二
条
第

式
交
換
完
全
子
会
社
等
の
常
時
使
用
す
る

第
十
二
条
第

式
交
換
完
全
子
会
社
等
の
常
時
使
用
す
る
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一
項
の
認
定

従
業
員
の
数
に
当
該
特
定
贈
与
認
定
中
小

一
項
の
認
定

従
業
員
の
数
に
当
該
特
定
贈
与
認
定
中
小

（
規
則
第
六

企
業
者
の
株
式
交
換
効
力
発
生
日
等
の
直

（
規
則
第
六

企
業
者
の
株
式
交
換
効
力
発
生
日
等
の
直

条
第
一
項
第

前
に
お
け
る
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数

条
第
一
項
第

前
に
お
け
る
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数

七
号
の
事
由

に
当
該
株
式
交
換
効
力
発
生
日
等
か
ら
贈

七
号
の
事
由

を
加
え
た
数
に
対
す
る
当
該
特
定
贈
与
認

に
係
る
も
の

与
雇
用
判
定
期
間
の
末
日
又
は
臨
時
贈
与

に
係
る
も
の

定
中
小
企
業
者
及
び
株
式
交
換
完
全
子
会

に
限
る
。
）

雇
用
判
定
期
間
の
末
日
の
翌
日
以
後
最
初

に
限
る
。
）

社
等
の
雇
用
基
準
日
（
当
該
売
上
事
業
年

に
係
る
贈
与

に
到
来
す
る
雇
用
基
準
日
ま
で
の
期
間
内

に
係
る
贈
与

度
の
翌
事
業
年
度
中
に
あ
る
贈
与
報
告
基

の
時
に
お
け

に
存
す
る
各
雇
用
基
準
日
の
数
を
乗
じ
て

の
時
に
お
け

準
日
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
に
お
い
て

る
常
時
使
用

こ
れ
を
当
該
特
定
贈
与
認
定
中
小
企
業
者

る
常
時
使
用

「
特
定
基
準
日
」
と
い
う
。
）
の
翌
日
か

す
る
従
業
員

に
係
る
各
雇
用
基
準
日
の
数
で
除
し
て
計

す
る
従
業
員

ら
一
年
を
経
過
す
る
日
を
い
う
。
次
項
に

の
数
に
対
す

算
し
た
数
（
そ
の
数
に
一
未
満
の
端
数
が

の
数
に
対
す

お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
常
時
使
用
す

る
当
該
特
定

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
上
げ
た

る
当
該
特
定

る
従
業
員
の
数

贈
与
認
定
中

数
）
を
加
え
た
数
に
対
す
る
当
該
特
定
贈

贈
与
認
定
中

小
企
業
者
の

与
認
定
中
小
企
業
者
及
び
株
式
交
換
完
全

小
企
業
者
の

当
該
雇
用
基

子
会
社
等
の
当
該
雇
用
基
準
日
に
お
け
る

雇
用
基
準
日

準
日
に
お
け

常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数

（
当
該
売
上

る
常
時
使
用

事
業
年
度
の

す
る
従
業
員

翌
事
業
年
度

の
数

中
に
あ
る
贈

与
報
告
基
準

日
（
以
下
こ

の
号
及
び
次

項
に
お
い
て

「
特
定
基
準

日
」
と
い
う

。
）
の
翌
日

か
ら
一
年
を

経
過
す
る
日

を
い
う
。
次

項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に

お
け
る
常
時

使
用
す
る
従
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業
員
の
数

３

前
二
項
の
規
定
は
、
第
二
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
特
定
相
続
認
定

３

前
二
項
の
規
定
は
、
第
二
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
特
定
相
続
認
定

中
小
企
業
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「

中
小
企
業
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「

第
十
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
条
第
二
項
」
と
、
「
特
別
贈
与
認

第
十
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
条
第
二
項
」
と
、
「
特
別
贈
与
認

定
中
小
企
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
特
別
相
続
認
定
中
小
企
業
者
」
と
、
同

定
中
小
企
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
特
別
相
続
認
定
中
小
企
業
者
」
と
、
同

項
の
表
中
「
前
条
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
五
項
の
規
定

項
の
表
中
「
前
条
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
一
項
第
二
号
」
と
、
「
贈
与
の
時
」
と

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
一
項
第
二
号
」
と
、
「
贈
与
の
時
」
と

あ
る
の
は
「
相
続
の
開
始
の
時
」
と
、
「
第
十
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は

あ
る
の
は
「
相
続
の
開
始
の
時
」
と
、
「
第
十
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は

「
第
十
条
第
五
項
」
と
、
「
前
条
第
一
項
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
前
条

「
第
十
条
第
五
項
」
と
、
「
前
条
第
一
項
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
前
条

第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
一
項
第
三
号
」
と
、
「

第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
一
項
第
三
号
」
と
、
「

第
十
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
条
第
二
項
」
と
、
前
項
中
「
第
十

第
十
二
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
贈
与
報
告
基
準
事
業
年
度
」
と
あ

一
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
一
条
第
二
項
」
と
、
「
特
別
贈
与
認

る
の
は
「
第
十
二
条
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
相
続
報
告
基
準
事
業
年

定
中
小
企
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
特
別
相
続
認
定
中
小
企
業
者
」
と
、
同

度
」
と
、
「
第
十
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
条
第
二
項
」
と
、
前

項
の
表
中
「
前
条
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
五
項
の
規
定

項
中
「
第
十
一
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
一
条
第
二
項
」
と
、
「

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
一
項
第
二
号
」
と
、
「
贈
与
の
時
」
と

特
別
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
特
別
相
続
認
定
中
小
企
業

あ
る
の
は
「
相
続
の
開
始
の
時
」
と
、
「
第
十
一
条
第
一
項
」
と
あ
る
の

者
」
と
、
同
項
の
表
中
「
前
条
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第

は
「
第
十
一
条
第
二
項
」
と
、
「
前
条
第
一
項
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「

五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
一
項
第
二
号
」
と
、
「
贈

前
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
一
項
第
三
号
」
と

与
の
時
」
と
あ
る
の
は
「
相
続
の
開
始
の
時
」
と
、
「
第
十
一
条
第
一
項

、
「
贈
与
報
告
基
準
日
」
と
あ
る
の
は
「
相
続
報
告
基
準
日
」
と
、
「
第

」
と
あ
る
の
は
「
第
十
一
条
第
二
項
」
と
、
「
前
条
第
一
項
第
三
号
」
と

六
条
第
一
項
第
七
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
条
第
一
項
第
八
号
」
と
読
み

あ
る
の
は
「
前
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
一
項

替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
号
」
と
、
「
贈
与
報
告
基
準
日
」
と
あ
る
の
は
「
相
続
報
告
基
準
日

」
と
、
「
第
十
二
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
贈
与
報
告
基
準
事
業
年

度
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
二
条
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
相
続
報
告
基

準
事
業
年
度
」
と
、
「
第
六
条
第
一
項
第
七
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
条

第
一
項
第
八
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）


